


は じ め に

わが国において、少子高齢化・高度情報化の進展、社会経済の成熟化・グローバル化等

の社会経済情勢の急速な変化に対応しつつ、真に豊かで活力ある社会を築いていくためには、

男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と

能力を十分に発揮することができる男女平等参画社会の実現が緊要な課題となっています。

泉南市では、1999（平成 11）年 6月に制定された「男女共同参画社会基本法」の趣旨、

理念等を踏まえつつ、2002（平成 14）年 3月、「せんなん男女平等参画プラン」を策定し、

女性も男性も性別にかかわらず、一人ひとりの人権が尊重され、個性と能力を発揮できる

社会づくりに向けた施策を推進してまいりました。また、2008 年には、さらなる実効性

を求めてこのプランを改訂し、全庁を挙げて男女平等参画施策の推進に取り組んできまし

た。また、本市における取り組みの核となる理念として、2011 年 12 月に「泉南市男女平

等参画推進条例」を制定しました。

そして、当条例のもと、本市における新しい男女平等参画を推進するため、このたび「第

3次せんなん男女平等参画プラン」を策定しました。このプランは、泉南らしい「男女平

等の社会の実現」を目的とし、泉南市男女平等参画推進条例に示された 8つの基本理念を

元に、「男女平等参画で進める活力ある社会づくり」など 5つの基本目標を掲げ、社会情

勢の変化に伴う新たな課題に対応するなど、本市における男女平等参画のより一層の推進

を図る内容となっています。

今後は、当プランに基づき、だれもが喜びや責任を分かち合い、その個性と能力を十分

に発揮することができる男女平等参画社会の実現に向け、行政と市民、教育関係者、事業

者のみなさまが連携・協働して施策を進めることが重要であると考えておりますので、よ

り一層のご理解とご協力をお願いいたします。

最後に、本プランの策定にあたり、熱心なご審議をいただき、ご意見をいただきました

泉南市男女共同参画推進懇話会の委員のみなさまをはじめ、市民のみなさまから、多くの

ご意見ご提案をいただきましたことに、心から感謝とお礼を申し上げます。

 2012（平成 24）年 3月

 泉南市長　向井  通彦
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